
 

 

 

 

本年１２月２日以降医療機関を受診する際には、マイナ保険証 

または資格確認書が必要です。 

既存の加入者でマイナ保険証をお持ちでない方には、１１月中に 

健康保険組合が資格確認書を一括交付して事業所経由でお渡し 

いたします（本人の申請は必要ありません）。 

また、マイナ保険証をお持ちの方であっても高齢者や障害者の方でマイナ保険証による受診

が困難な方については被保険者の申請に基づき資格確認書を交付いたします。 

    

                                                                                              
  

【健保ホームページのご案内】               健保ＨＰ スマホ用ＱＲコード 

マイナ保険証についてご参照ください。 

身体や心の相談ができる 「ダイワボウ健康相談室」 もご覧いただけます。 

スマートフォンからも見やすくなっておりますので、ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

お手元の健康保険証は 

令和７年１２月２日以降使用できなくなります 
健保だより 
 

令和 7年 11月 10日号 
 

※ダイワボウ労働組合「組合新聞」第 1111号 

（令和 7年 11月 10日発行）に掲載の 

「健保とあなた」と同じ内容です 


